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EP関連資料 

コンピュータ、化学、バイオ、パラメータ関連等の発明の特許性判断を 

より安定したものにするために EPOが審査ガイドラインを改訂（発効日：2019-11-1） 
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１．はじめに 
 

EPO は、毎年、審査ガイドラインを見直し、適宜に改訂しています。この審査ガイドライン

は、拘束力のない法律関係書類です。審査ガイドラインの改訂は、EP特許プラクティスに合致

して適切に権利化を図る上で、非常に重要なものです。したがって、EPO における審査ガイド

ラインは、EP特許出願を権利化すると共に、特許付与後の手続を適切に行う上で、間違いなく

重要なツールです。 

 

このたび、EPOは、Guidelines for Examination 2019（2019年 11月 1日発効済。以下、

改訂版という。）を公表しました。昨年と比較して、改訂内容は、少なくなっています。特に、

コンピュータ関連の発明の特許性に関し、より安定な審査を実施することが意図されています。 

 

今回の改訂版は、上記コンピュータ関連の改訂以外に、主として、化学、バイオ、パラメータ

関連発明の特許性判断をより安定なものにすることが意図されており、利用者の理解をアシスト

する例が追加されています。これら主な改訂内容について、以下に詳細に説明します。 
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